
 

松戸市脱炭素有識者会議（第１回） 議事次第 

 

日 時  令和５年７月２１日（金） １４：３０～１６：３０ 

場 所  松戸市役所 議会棟３階 第２会議室 

 

１ 開会 

２ 松戸市挨拶（石和田副市長） 

３ 会長・副会長の選任 

４ 議  事 

（１）松戸市の地球温暖化対策について 

（２）近年の地球温暖化対策の社会動向等について 

（３）事業者へのヒアリング及びアンケートについて 

５ 閉会 

６ 配付資料 

資料１－１ 議事次第 

資料１－２ 松戸市脱炭素有識者会議委員一覧 

資料１－３ 座席表 

資料１－４ 松戸市脱炭素有識者会議設置要綱 

資料２ 松戸市の地球温暖化対策について 

資料３ 近年の地球温暖化対策の社会動向及び松戸市の取組の方向性について 

資料４ 事業者ヒアリング及び事業者アンケートについて 

 

参考資料１ 松戸市脱炭素有識者会議のイメージについて 

参考資料２ 市民会議の開催について(案) 

参考資料３ 松戸市地球温暖化対策実行計画（抄） 

参考資料４ 松戸市都市計画マスタープラン（抄） 
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所　　　属 氏　　　　名

東京都⽴⼤学 都市環境学部都市政策科学科 教授 奥 真美

元 流通経済⼤学 流通情報学部 教授 古井 恒

国⽴研究開発法⼈ 国⽴環境研究所
地球システム領域 地球環境研究センター
温室効果ガスインベントリオフィス ⾼度技能専⾨員

伊藤 洋

松⼾商⼯会議所 中⼩企業相談所 所⻑ 濱島 憲⼆

千葉銀⾏ 法⼈営業部 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 副部⻑ ⽻⼭ 明

⼀般社団法⼈銀座環境会議 代表 平野 将⼈

東京電⼒パワーグリッド株式会社 東葛⽀社 ⽀社⻑代理 岡⽥ 真⼸
京葉ガス株式会社 東葛⽀社お客さまサービスグループ
グループマネージャー

増井 嘉則

松戸市脱炭素有識者会議　委員一覧
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入口

副市長部長

傍聴席（７名）

濱島委員 奥 委員

（会長）（副会長）

伊藤委員

羽山委員

千葉銀 随行

岡田委員

松戸課長専門監

委託業者

委託業者

（副会長） （会長）

議会棟３階

第２会議室
資料１—３

平野委員

古井委員

増井委員

永原

松本補佐





松戸市脱炭素有識者会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 松戸市における今後の脱炭素社会構築のための政策を検討するために

松戸市脱炭素有識者会議（以下「有識者会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 有識者会議は、松戸市における今後の脱炭素社会構築のための政策の

方向性に関する事項の検討を行う。 

（組織） 

第３条 有識者会議は、別表の委員８名で組織する。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和５年７月１日から令和６年３月３１日とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 有識者会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、有識者会議を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会長は有識者会議を招集し、議長となる。 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、有識者会議の開催に際し、必要に応じ関係者の出席を求め、

その説明を聴取することができる。 

（委員の責務） 

第８条 委員は、検討の過程において知り得た情報を公開してはならない。た

だし、市が公表した情報に関してはこの限りではない。 
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（庶務） 

第９条 有識者会議に関する庶務は環境部環境政策課において処理する。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の組織及び運営に関し必要

な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 



別表 

所   属 ⽒ 名 

東京都⽴⼤学 都市環境学部都市政策科学科 教授 奥 真美 

元 流通経済⼤学 流通情報学部 教授 古井 恒 
国⽴研究開発法⼈ 国⽴環境研究所 
地球システム領域 地球環境研究センター 
温室効果ガスインベントリオフィス ⾼度技能専⾨員 

伊藤 洋 

松⼾商⼯会議所 中⼩企業相談所 所⻑  濱島 憲⼆ 

千葉銀⾏ 法⼈営業部 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 副部⻑ ⽻⼭ 明 

⼀般社団法⼈銀座環境会議 代表 平野 将⼈ 

東京電⼒パワーグリッド株式会社 東葛⽀社 ⽀社⻑代理 岡⽥ 真⼸ 
京葉ガス株式会社 東葛⽀社お客さまサービスグループ 
グループマネージャー 

増井 嘉則 
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松⼾市の地球温暖化対策について 
本市の温室効果ガス排出量について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本市の課題について 
 ・⼆酸化炭素排出量の内訳を⾒ると産業部⾨(製造業)は規模は⼤きいが急速に削減が進んでおり、運輸

(⾃動⾞からの排出)は中規模で微減、廃棄物焼却は少量で横ばいの中、⺠⽣の家庭(⼀般家庭)、業務
(製造業以外の事業所)は中規模ながら微増傾向にあることから家庭と業務向けの取組が重要となる。 

 ・市内の太陽光発電設備の設置状況 
   本市の建物総数 127,378 棟（松⼾市統計書(R3)P82 ⽤途別家屋棟数及び床⾯積）に対して、太陽

光発電施設の設置件数（FIT 契約件数）は 8,107 件、割合でいると 6.4%（10kw 未満：7,492 件 10kw
以上：615 件）にとどまっている。 

また、環境省が提供する REPOS リーポス(再⽣可能エネルギー情報提供システム)における本市の
太陽光発電ポテンシャル 1,041Mkw(屋根及び敷地)に対しての整備されている容量は 38Mw、割合と
しては 3.7％の整備率にとどまっている。 

・市内の EV 等の導⼊台数について 
  令和元年度の調査でも全体の EV の導⼊についても未だ⼗分とは⾔えない。 

調査時期 ⾃動⾞総数(台) ハイブリッド(台) 電気⾃動⾞(台) 燃料電池⾃動⾞(台) 
H28 末 144,142 17,617 120 2 

R 元年末 143,201 2,4321 221 3 
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本市における脱炭素のシナリオについて（区域施策編） 
以下は、今後の国がロードマップなどで⽰した政策が全て遅滞なく施⾏され、受け⼿の国⺠や事業者が

率先的な取り組みを最優先に取るという仮定のうえで、今回の議論のためのたたき台として、仮に組み⽴
てたシナリオです。 
 

〇 2020 年における CO2 排出について 
本市における CO2 排出元は、国の温暖化対策計画の分類に則ると下図の通り「⼀般住宅」（⻘）、「中

⼩事業所」（⻩）、「製造業」（緑）及びそれらに属する「⾃動⾞」から構成されます。これらに対する脱
炭素対策は「建物の断熱」、「施設の更新」、「EV の導⼊」、「再エネの導⼊」に分類できます。 

2020 年における CO2 排出について、⼀般家庭の電気、ガス、⽯油などの使⽤による排出が 583[千
t-CO2]、中⼩事業所が 376[千 t-CO2]、製造業が 706[千 t-CO2]となり、それらが使⽤する⾃動⾞やト
ラックがガソリン等を消費することによる排出が 453[千 t-CO2]となっています。また、太陽光発電施
設は全体の建物の僅か数パーセント程しか設置されておりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【一般住宅】 

583[千 t-CO2] 

【中小事業所】 

376[千 t-CO2] 

【製造業】 

706[千 t-CO2] 

(住宅を例に) 

【自動車】(市民・事業者) 

453[千 t-CO2] 

対策別に分解 ZEH、LCCM、
断熱窓の導入 

太陽光発電、
LED 等の導入 

EV、充電設備
の導入 

建物の断熱 設備の更新 EV の導入 再エネの導入 

太陽光発電設
備の導入 

現在(2020 年付近) 

太陽光発電

設備の設置

は限定的 

【凡例】 
⾊付き → 未対策 
破 線 → ⼀部未対策 
灰 ⾊ → 対策済み 
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 〇 2030 年における CO2 排出について 
2030 年における CO2 排出については以下の国等の政策により、下図のように変化します。 

   ・経団連の「カーボンニュートラル⾏動計画」による⾃主的な CO2 削減への取組により製
造業からの CO2 排出が縮減される。(2030) 

   ・⼀般住宅の建物の断熱性能を ZEH ⽔準とすることの義務化(2030) 
   ・事業所等の建物の断熱性能を ZEB ⽔準とすることの義務化(2030) 

これらにより住宅や事業所の新規の建物の断熱性能はゼロエネルギーに対応したものとなりますが、
義務化前に建てた既存の建築物の断熱性能は相対的に低く、既存住宅の断熱改修に対する⾏政の⽀援
が必要になります。 

なお、空調設備や照明、その他 OA 機器、業務⽤設備については経年劣化などによる買換えで順次
最新のものとなっていきますが、太陽光発電設備については国のロードマップにも設置義務化の予定
が⼊っていないため、整備数は限定的と考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 〇 2035 年における CO2 排出について 

2035 年における CO2 排出については以下の政策により、下図のように変化します。 
  ・新規購⼊する⾃動⾞の電動化(2035)（商⽤⾞は 2040 年） 

⾃動⾞には 2035 年の規制前に購⼊したものが依然として残ります。住宅や事業所等の建築物につい
て、2030 年の規制前に建てたものは断熱性能がゼロエネルギーに対応していないものが残ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2030 年 

2035 年 

・太陽光発電設備はまだ余地が残る 
・住宅や事業所の断熱は進む 
・電気⾃動⾞はまだ余地が残る 

・太陽光発電設備はまだ余地が残る 
・住宅や事業所の断熱は充分進む 
・⾃動⾞の更新は電気⾃動⾞となる 
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 〇 2050 年における CO2 排出について 
2050 年における CO2 排出については以下の政策により、下図のように変化する。 
  ・経団連の「カーボンニュートラル⾏動計画」による⾃主的な CO2 削減への取組により製造業か

らの CO2 排出が実質ゼロとなる。(2050) 
  ・電動⾞の義務化以降、15 年が経過し⾛⾏する⾞はほぼ電動⾞に切り替わっている。 
  ・2030 年の住宅や事業所の断熱性能を ZEH、ZEB 化により概ね建物の断熱化が進んでいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この段階で課題として考えられる点は下記の通りです。 
  ・国の施策に設置義務化が無かったため、太陽光発電設備の整備が充分でない。 
  ・2030 年の ZEH・ZEB 義務化前に建てた⼀般住宅と中⼩の事業所の断熱性能が僅かに残る。 
  ・設備の省エネ化は進むがどうしても時代に取り残されたストックは僅かに残る。 

 
市の課題について 

太陽光の整備は再エネによる発電⼿段の限られた本市において、ゼロエネルギー型の街づくりのため
の必須事項になります。しかしながら、国の制度的な決めがない中で太陽光発電設備が充分に普及するか
は疑問が残ります。 
 また、優先順位的には上記に劣るものの、ZEH・ZEB の普及を後押しするための市の⽀援事業（既存
家屋の断熱改修など）は可能な限り早く継続して実施していくべきと考えられます。加えて、省エネ型の
設備(今で⾔うエネファームなど)の導⼊補助を省エネ設備の導⼊の加速化のため継続的に続けていくこ
とが必要と考えられます。 
  

2050 年 
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市役所の取組について 
 現在、本市で⾏っている取組については主として補助⾦の交付、イベント等での普及啓発等を⾏ってい
ます。また、市役所内部としても太陽光発電設備の導⼊及び次世代⾃動⾞の導⼊などを⾏っております。 
 
● イベント等での普及啓発について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 次世代⾃動⾞の導⼊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 太陽光発電設備等の導⼊状況 

・市の再エネ設置状況 
太陽光発電設備：⼩学校を中⼼に消防署等 18 か所(163kw)  

  バ イ オ マ ス：和名ヶ⾕クリーンセンター(3,200kw) 
 

  
【市のイベントでの出店】 【市の施設での啓発活動】 

  

FCV の更新 
令和 4 年 2 ⽉〜令和 9 年 1 ⽉まで 
・トヨタ ミライ 

EV の更新 
令和 3 年 12 ⽉〜令和 5 年 11 ⽉まで 
・⽇産リーフ 
・三菱 i-MiEV 
・三菱 ミニキャブ・ミーブ 
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〇補助⾦と交付件数      

・住宅⽤省エネルギー設備設置促進     

  補助額上限 元年度決算 2 年度決算 3 年度決算 4 年度決算 
家庭⽤燃料 

電池システム 
~R3 : 50,000 円 
R4~ : 100,000 円 

33 件 17 件 7 件 24 件 

リチウムイオン 
蓄電システム 

~R3 : 100,000 円 
R4~ : 70,000 円 

67 件 78 件 88 件 148 件 

太陽熱利⽤ 
システム 

50,000 円 0 件 1 件 1 件 0 件 

窓の断熱改修 80,000 円 − 6 件 45 件 23 件 
V2H 充放電設備 250,000 円 − − − 2 件 

・省エネルギー住宅等普及促進     

  補助額上限 元年度決算 2 年度決算 3 年度決算 4 年度決算 
ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス（ZEH） 
200,000 円 11 件 21 件 24 件 27 件 

ライフサイクルカーボン
マイナス（LCCM）住宅 

800,000 円 1 件 1 件 0 件 1 件 
      

・事業所⽤省エネルギー設備等導⼊促進     

  補助額上限 元年度決算 2 年度決算 3 年度決算 4 年度決算 
ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ビル（ZEB） 
1,000,000 円 0 件 0 件 0 件 1 件 

設備診断改修 400,000 円 4 件 9 件 9 件 9 件 

・クリーンエネルギー⾃動⾞導⼊促進     

  補助額上限 元年度決算 2 年度決算 3 年度決算 4 年度決算 
電気⾃動⾞ 30,000 円 23 件 12 件 32 件 32 件 
電気⾃動⾞ 

（太陽光+V2H） 
150,000 円 − − − 5 件 

電気⾃動⾞ 
（太陽光） 

100,000 円 − − − 10 件 

燃料電池⾃動⾞ 50,000 円 0 件 1 件 0 件 0 件 

・電気⾃動⾞⽤充電設備設置促進     

  補助額上限 元年度決算 2 年度決算 3 年度決算 4 年度決算 
急速充電設備 400,000 円 − − − 0 件 
普通充電設備 100,000 円 − − − 0 件 
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市役所における脱炭素のシナリオについて 
今回の議論のためのたたき台として、考えられる市役所における脱炭素へのシナリオは例えば以下の

ようなものが考えられます。 
 
【〜2030 年】 

冷温⽔機、ストーブ等、ガスや⽯油を使う機器の電化、PPA 等による公共施設への太陽光発電設備
の導⼊、排出係数の低い電気契約も徐々に広がっていきます。また、和名ヶ⾕クリーンセンターからの
電⼒の託送についても検討していきます。 

 
【2030 年〜2050 年】 

公共施設の新設に伴う建物の ZEB 化、公⽤⾞の電動化が進みます。また、太陽光発電設備の導⼊の
完了、電気契約における平均的な排出係数がゼロに近づけていきます。 

 
【2050 年〜】 

国のロードマップによれば、2050 年には、新たな CO2 削減技術が社会的に実装されていることか
ら、市でも新技術を積極的に導⼊していきます。同じく国が制度の検討を⾏っているカーボンプライシ
ングなどの排出量取引についても、2050 年には実装されていることが⾒込まれ、吸収源の少ない本市
において、どうしても削減が難しい CO２の削減に活⽤しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

⼆ 

酸 

化 

炭 

素 

排 

出 

量 

時 間 軸 
０ 2030 2050 

・空調、暖房設備の電化 
・太陽光発電の導⼊促進 
・電⼒の排出係数低減 

・公共施設の ZEB 化 
・公⽤⾞の電動化 
・太陽光発電の導⼊完了 
・電⼒の排出係数ゼロ化 

・新対策技術の率先導⼊ 
・排出量取引制度の活⽤ 

公共施設の 
更   新 

新たな CO2 削減技
術及び排出量取引
制度の社会実装 

温室効果ガス排出量削減のスキーム 

【〜2030 年】 【2030〜2050 年】 【2050 年〜】 

ガス 
エアコン 等 

⽯油 

電気 

ストーブ 
公⽤⾞ 等 

エアコン 
照明器具 
コンセント 
その他機器 
   …等 

【現在】 

省エネ推進 
WCC 託送 

設備の電化 

設備の電化 

ZEB 導⼊ 
太陽光常備 
排出係数０ 

EV 導⼊ 

排出量取引 
新技術導⼊ 

温室効果ガス削減のイメージ 





近年の地球温暖化対策の社会動向及び
松⼾市の取組の⽅向性について
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資料３



国の地球温暖化対策の動向

 カーボンニュートラル宣⾔（2020年10⽉）
菅内閣総理⼤⾂は2020年10⽉26⽇の所信表明演説において、我が国が2050年までにカーボンニュートラルを⽬指
すことを宣⾔した。また、2021年4⽉には、地球温暖化対策推進本部において「2050年⽬標と整合的で、野⼼的な
⽬標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを⽬指す。さらに、50％の⾼みに向け
て、挑戦を続けていく」ことを表明した。

 地球温暖化対策計画（2021年10⽉）
政府は、2021年10⽉22⽇に地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化対策計画を閣議決定した。計画は2016年５
⽉13⽇に閣議決定された前計画を改定したものであり、2030年度に温室効果ガス46％削減（2013年度⽐）、さら
に50％の⾼みにむけて挑戦するという新たな⽬標を踏まえ、部⾨ごとの削減⽬標や各種対策・施策を取りまとめ
ている。

 地球温暖化対策推進法の⼀部改正（2022年4⽉施⾏）
2021年6⽉2⽇に改正地球温暖化対策推進法が公布され、2022年4⽉から施⾏されている。主な改正点は以下の点で
ある。
 パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣⾔を踏まえた基本理念の新設

パリ協定に定める⽬標及び2050年カーボンニュートラル宣⾔を基本理念として位置付けた。
 地域の再エネを活⽤した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設

地⽅公共団体が策定する地⽅公共団体実⾏計画に、施策の実施に関する⽬標を追加するとともに、市町村は、
地域の再エネを活⽤した脱炭素化を促進する事業（地域脱炭素化促進事業）に係る促進区域（詳細は次ペー
ジ）や環境配慮、地域貢献に関する⽅針等を定めるよう努めることとされた。また、市町村から認定を受けた
地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の⼿続ワンストップ化等の特例を受けられ
ることとなった。

 脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等
企業の排出量に係る算定報告公表制度について、電⼦システムによる報告を原則化するとともに、開⽰請求の
⼿続なしで公表される仕組みとされた。 2



 促進区域における地域脱炭素化促進事業
地球温暖化対策推進法の改正により、市町村が再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組
を⾃らの計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みが令和4年4⽉から施⾏された。
市町村が促進区域を設定し、当該区域内において事業者による事業計画を認定すると、許可⼿続等のワンストッ
プ化の特例や環境アセス⼿続の⼀部省略等が適⽤される。令和５年４⽉時点で神奈川県⼩⽥原市、埼⽟県⼊間市、
神奈川県厚⽊市等の９市町村が促進区域を設定している。

国の地球温暖化対策の動向

3出典：環境省「地域脱炭素を推進するための地⽅公共団体実⾏計画制度等に関する検討会（第１回）資料３から抜粋



国・地域脱炭素実現会議
出典：⾸相官邸ホームページ

 国・地⽅脱炭素実現会議
2020年12⽉〜2021年6⽉にかけ、国と地⽅の協働・共創による地域における2050年
脱炭素社会の実現に向けて、特に地域の取組と密接に関わる「暮らし」「社会」分
野を中⼼に、国⺠・⽣活者⽬線での2050年脱炭素社会実現に向けたロードマップ及
びそれを実現するための関係府省・⾃治体等の連携の在り⽅等について検討し、議
論の取りまとめを⾏うため、「国・地⽅脱炭素実現会議」が3回にわたって開催さ
れた。
当該会議により、2021年6⽉に「地域脱炭素ロードマップ」が取りまとめられた。

【地域脱炭素ロードマップの対策・施策の全体像】
2030年度⽬標及び2050年カーボンニュートラルという野⼼的な⽬標に向けて、今後の5年間を集中期間として、政
策を総動員して、地域脱炭素の取組を加速する。
取組１）脱炭素先⾏地域をつくる

地⽅⾃治体や地元企業・⾦融機関が中⼼となり、環境省を中⼼に国も積極的に⽀援しながら、少なくと
も100か所の脱炭素先⾏地域で、2025年度までに、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先⾏的な取組実施
の道筋をつけ、2030年度までに実⾏する。

取組２）脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施（各地の創意⼯夫を横展開）
⾃家消費型の太陽光発電、 住宅・建築物の省エネ、ゼロカーボン・ドライブ等の脱炭素の基盤となる重
点対策について、地⽅⾃治体・地域企業・市⺠など地域の関係者が主体となって、国も積極的に⽀援し
ながら、各地の創意⼯夫を横展開し、脱炭素先⾏地域を含めて、全国津々浦々で実施する。

３つの基盤的施策と個別分野別の対策・施策
上記の取組を後押しするため、個々の分野を横断する基盤的施策として、地域の実施体制構築と国の積
極⽀援のメカニズム構築（地域と国が⼀体で取り組む地域の脱炭素イノベーション）、デジタル×グ
リーンによるライフスタイルイノベーション、社会全体を脱炭素に向けるルールのイノベーションに重
点的に取り組む。あわせて、地域と暮らしの脱炭素に関わる個別分野別の対策・促進施策にも着実に取
り組む。

国の地球温暖化対策の動向
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【地域脱炭素ロードマップの具体的⽬標（抜粋）】
①屋根置きなど⾃家消費型の太陽光発電

• 政府及び⾃治体の建築物及び⼟地では、2030年には設置可能な建築物等の約50％に太陽光発電設備が導⼊され、2040年には
100％導⼊されていることを⽬指す。

②地域共⽣・地域裨益型再エネの⽴地
• 地元企業による設備⼯事の施⼯ 、収益の地域への還流
• 災害時の避難所等への優先的な電⼒供給

③公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時のZEB化誘導
• 2030年までに新築建築物の平均でZEBが実現していることを⽬指し、公共施設等は率先してZEBを実現していることを⽬指す。
• 公共部⾨の再エネ電気調達が実質的に標準化されていることを⽬指す。

④住宅・建築物の省エネ性能等の向上
• 2030年までに新築住宅の平均でZEHが実現していることを⽬指す。

⑤ゼロカーボン・ドライブ
• 2035年までに乗⽤⾞の新⾞販売に占める電動⾞の割合を100％とすることを⽬指す。
• EV/PHEV/FCVを全国どこでも安⼼して利⽤できるインフラが整備されている。また、充電インフラの電⼒及び⽔素ステーション

の⽔素は概ね再エネ等由来となっている。
⑥資源循環の⾼度化を通じた循環経済への移⾏

• 市⺠・事業者と連携した環境配慮設計製品の利⽤やワンウェイ・プラスチックのリデュース、市町村、製造・販売事業者、排
出事業者によるプラスチック資源の回収・リサイクルが⼀体的に進んでいることを⽬指す。

• ⾷品ロス量が、2030年度までに2000年度⽐で半減するとともに、発⽣する⾷品廃棄物については⾷品循環資源としてリサイク
ルが進み、⾷品廃棄ゼロとなるエリアが創出されることを⽬指す。

⑦コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり
• 2024年度末までに「⽴地適正化計画」（都市再⽣特別措置法）を作成した市町村数600市町村、「地域公共交通計画」（地域公

共交通活性化再⽣法）の策定件数1,200件を⽬指す。
• 2025年までに「滞在快適性等向上区域」（多様な⼈々が集い、交流する「居⼼地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を図る

区域として、市町村が都市再⽣整備計画に位置付けるもの）を設定した市町村数100市町村を⽬指す。
• スマートシティに関し、2025年度までに技術の実装した⾃治体・地域団体数100団体を⽬指す。

⑧⾷料・農林⽔産業の⽣産⼒向上と持続性の両⽴
• 農林⽔産業のCO2ゼロエミッション化、農⼭漁村への再エネ導⼊、2040年までの農林業機械・漁船の電化・⽔素化等技術の確⽴
• 2050年までに輸⼊原料や化⽯燃料を原料とした化学肥料の使⽤量の30％低減
• 2040年までに次世代有機農業に関する技術を確⽴し、2050年までに耕地⾯積に占める有機農業（国際的に⾏われている有機農

業）の取組⾯積の割合を25％（100万ha）に拡⼤

国の地球温暖化対策の動向
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 建築物省エネ法の改正（2022年6⽉）
2022年6⽉に公布された改正建築物省エネ法では、建築⼠の性能向上努⼒義務や説明努⼒義務、住宅トップラン
ナー制度の拡充等のほか、建築物再⽣可能エネルギー利⽤促進区域制度が創設された。
本制度は、太陽光パネル等の再エネ設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、市町村が促進計画
を作成することができるようになるもので、⾏政区域全体、または⼀定の街区等を設定することができる。
促進区域に設定された区域では、建築物の建ぺい率制限や⾼さ制限の規制の特例許可が認められる。

国の地球温暖化対策の動向
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他の地⽅公共団体の取組
 再⽣可能エネルギーの導⼊に関する条例
他の地⽅公共団体では、再⽣可能エネルギーの導⼊を促進するための条例を制定している例がある。
⾃治体名 条例等名称 公布、施⾏⽇ 再エネ導⼊促進の内容 義務をかける対象 対象とする再エネ設備

東京都
都⺠の健康と安全
を確保する環境に
関する条例

令和4年12⽉22⽇公布
令和7年4⽉1⽇施⾏

①⼤規模建物（ビル、マンション）（延床
⾯積2,000㎡以上）の新築時に再エネ設備
の設置を義務付け

②中⼩規模建物（延床⾯積2,000㎡未満）の
新築時に再エネ設備の設置を義務付け
（事業者単位での義務付け）

①特定建築主
②ハウスメーカー等の
事業者（年間延べ２万
㎡以上の建物（住宅・
ビル）を建築する⼤⼿
事業者（50社程度）

太陽光、⾵⼒、バイオ
マスを熱源とする熱、
⽔⼒、地熱その他化⽯
燃料等を熱源とする熱
以外のエネルギー(原
⼦⼒を除く。)

川崎市
川崎市地球温暖化
対策等の推進に関
する条例

令和5年3⽉30⽇公布
令和7年4⽉1⽇施⾏
（③は令和6年4⽉1⽇施⾏）

①延べ床⾯積2,000㎡以上の建築物（特定建
築物）の新築・増築時に太陽光発電設備
等の設置を義務付け

②延床⾯積2,000㎡未満の建築物（中⼩規模
建築物）の新築時に太陽光発電設備の設
置を義務付け

③建築主への太陽光発電設備の設置に関す
る説明を義務付け

①建築主
②市内に年間⼀定量以
上建築・供給する建築
事業者（特定建築事業
者）
③建築⼠

①太陽光、太陽熱、バ
イオマス、⾵⼒、地
中熱など

②太陽光。代替措置検
討中

京都府
京都市

・京都府再⽣可能
エネルギーの導⼊
等の促進に関する
条例
・京都市地球温暖
化対策条例

＜京都府＞
令和2年12⽉23⽇公布
令和4年4⽉1⽇施⾏
（③は令和3年4⽉1⽇施⾏）
＜京都市＞
令和2年12⽉18⽇公布
令和4年4⽉1⽇施⾏
（③は令和3年4⽉1⽇施⾏）

①特定建築物（延床⾯積2,000㎡以上）の新
築・増築時に再エネ設備の導⼊を義務付
け

②準特定建築物（延べ床⾯積300㎡以上〜
2,000㎡未満）の新築・増築時に再エネ設
備の導⼊を義務付け

③10㎡以上の建築物の設計時に再エネ設備
の導⼊に関する説明を義務付け

①特定建築主
②準特定建築主
③建築⼠

太陽光、⾵⼒、⽔⼒、
地熱、太陽熱、バイオ
マス

福島県
⼤熊町

⼤熊町ゼロカーボ
ンの推進による復
興まちづくり条例

令和3年9⽉16⽇公布
令和4年4⽉1⽇施⾏

⾮住宅部分の床⾯積300㎡以上の建築物の新
築、 増築⼜は改築時に再エネ設備の設置を
義務付け

特定建築主 太陽光、太陽熱、地中
熱、その他再⽣可能エ
ネルギー

群⾺県
2050年に向けた
「ぐんま５つのゼ
ロ宣⾔」実現条例

令和4年3⽉15⽇公布
令和5年4⽉1⽇施⾏
（②は令和4年10⽉1⽇施
⾏）

①床⾯積2,000㎡以上の建築物（特定建築
物）の新築、 増築⼜は改築時に再エネ設
備の設置を義務付け

②特定建築物の設計時に再エネ設備の導⼊
に関する説明を義務付け

①特定建築主
②特定建築物の設計者

太陽光、⾵⼒、⽔⼒及
び地熱、太陽熱、⼤気
中の熱その他の⾃然界
に存する熱並びにバイ
オマス 7



他の地⽅公共団体の取組
 重点対策加速化事業の実施
環境省の「地域脱炭素移⾏・再エネ推進交付⾦」では、地域のニーズ・創意⼯夫を踏まえて、全国津々浦々で取
り組むことが望ましい「重点対策」を複合的に組み合わせた複数年にわたる意欲的な計画を加速的に実施する取
組に対して⽀援を⾏っている。他の地⽅公共団体では、この重点対策加速化事業を活⽤して、脱炭素の取組を
⾏っている事例がある（令和5年5⽉末現在、重点対策加速化事業として110⾃治体を選定（29県、81市町村））。

8出典：環境省ホームページ



他の地⽅公共団体の取組

9出典：環境省ホームページ



他の地⽅公共団体の取組

10出典：環境省ホームページ



他の地⽅公共団体の取組
 環境配慮契約（グリーン契約）に関する取組
川崎市では、温室効果ガス等の削減を図るとともに、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に貢
献することを⽬的として、「令和5年度川崎市環境配慮契約推進⽅針」を定めている。
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【川崎市環境配慮契約推進⽅針】
（1）⽅針の対象範囲
市役所の全組織を対象としています。
（2）環境配慮契約の推進に関する基本的考え⽅（全般事項）

市が⾏うすべての契約に基づく事業等からの温室効果ガス等の排出削減を図るため、契約段階で次による環境
配慮を⾏います。

•広範な分野で環境配慮契約を実施し、温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約内容を確保します。
•事業者の環境マネジメントシステム等の取組を⼊札⼿続の評価項⽬の⼀つとして考慮するよう努めます。
•調達時の要求性能等の明確化、情報公開の実施、他の⾏政⽬的との調和を図ります。

（3）重点的に配慮すべき契約の種類と基本的考え⽅
•電気の供給を受ける契約（平成20年10⽉実施要綱策定済）
電気事業者の環境負荷低減に関する取組を評価し、評価結果を⼊札参加資格に反映します。

•⾃動⾞の購⼊及び賃貸借に係る契約
当⾯の間、⾞種選定時に燃費等を考慮することで、ハイブリッド⾞等の導⼊を検討します。
総合評価⼀般競争⼊札の導⼊に向けた継続的な検討を⾏います。

•省エネルギー改修事業（ESCO事業）に係る契約
他のエネルギー改修事業等の契約⼿法の継続的な検討を⾏います。
当⾯の間、プロポーザル⽅式によりESCO事業者の選定を⾏います。

•建築物に関する契約
設計に係る契約時に環境保全性能を確保します。
環境配慮型プロポーザル⽅式の導⼊を⾏います。
維持管理を委託する場合には、省エネ・省CO2化等に係る環境配慮を求めます。

出典：川崎市ホームページ



他の地⽅公共団体の取組
 市⺠や団体への補助⾦
他の地⽅公共団体では、市⺠や団体等による脱炭素の活動を⽀援するため、補助⾦の交付を⾏っている事例があ
る。
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⾃治体名 制度名称 補助対象者 補助対象事業 補助⾦額

兵庫県
神⼾市

KOBEゼロカー
ボン⽀援補助
⾦

市内で脱炭素に資する
活動を実施する者（個
⼈、法⼈、団体など）

市内で⾏われる脱炭素に資する事
業(※)で、かつ地域と連携した事
業
※国の策定した「地球温暖化対策

計画」に⽰されているもの

○チャレンジ枠
定額：補助⾦上限額500
万円／年
○⼀般枠
定額：補助⾦上限額100
万円／年

静岡県
沼津市

市⺠環境活動
⽀援事業

市内に活動の拠点⼜は
連絡先があり、市内で
活動する3⼈以上の⾮
営利団体

• 脱炭素社会の実現に寄与する活
動

• 循環型社会の実現に寄与する活
動

• ⾃然共⽣社会の実現に寄与する
活動

上記3つにかかげる社会を構築す
るために実施する環境教育活動

活動に対し10万円を限
度とする補助⾦の交付

佐賀県
唐津市

カーボン
ニュートラル
チャレンジか
らつ補助⾦

市⺠団体、ＮＰＯ法⼈、
ボランティア団体⼜は
市⻑が認める団体

地球温暖化の防⽌と脱炭素社会の
実現に寄与する先進的な事業活動
で、次に掲げるもの。
(1) 団体の構成員によって継続的

に実施される団体活動
(2) 団体の構成員以外の来場者を

募り、交付申請年度内の単発
的に実施される環境イベント

○団体活動
補助対象経費の１０分
の９以内とし、５０万
円を上限
○環境イベント
補助対象経費の１０分
の９以内とし、１０万
円を上と



松⼾市の取組の⽅向性
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① 再⽣可能エネルギーの活⽤促進
 資料２のとおり、松⼾市では2050年カーボンニュートラルに向けて太陽光発電の整備が課題となると想定さ

れる。太陽光発電の設置促進については、他⾃治体で建築物の新築時等に再⽣可能エネルギー設備の導⼊を
義務付けている事例があり、松⼾市でも同様の取組の検討を⾏ってはどうか。また、その際には、環境省の
重点対策加速化事業等を活⽤した補助制度についても検討を⾏う。

 再⽣可能エネルギー設備の導⼊を促進するため、 建築物省エネ法における建築物再⽣可能エネルギー利⽤
促進区域制度等の活⽤を検討してはどうか。

② 市の事業等における脱炭素の率先的取組
 他⾃治体では、環境配慮契約にESCO事業や建築物に関する契約についての⽅針を⽰している事例もあるが、

「松⼾市グリーン購⼊等に係る基本⽅針」では、現状それらは対象としていない。松⼾市でも基本⽅針を⾒
直し、対象としてはどうか。

 公共施設の省エネルギー化、再⽣可能エネルギー設備の導⼊について、環境省の重点対策加速化事業等の活
⽤を検討する。

③ 環境活動等の推進
 他⾃治体では、市⺠や団体の地球温暖化対策に係る活動に対し補助⾦を交付し、⽀援している事例がある。

松⼾市においても、⽀援の仕組みを検討してはどうか。

実⾏計画の関連施策 基本⽅針1-1、1-2

実⾏計画の関連施策 基本⽅針1-3

実⾏計画の関連施策 基本⽅針4-1、4-2

松⼾市地球温暖化対策実⾏計画の施策を進めていく上での、具体的取組





事業者ヒアリング及び事業者アンケートについて
⽬的
「市⺠⾏動プラン」及び「脱炭素政策素案」の作成にあたり、事業者の現状や課題を把
握するとともに、これらの計画に事業者の意⾒を反映することを⽬的として、事業者に
ヒアリング及びアンケートを⾏う。

ヒアリング及びアンケートの位置付けと時期

1

資料４



事業者ヒアリングについて
事業者ヒアリングの実施⽅針
① 脱炭素に向けた事業者の先進取組事例等の収集を⾏う。
② 有識者会議で政策案を検討する際に、事業者からの意⾒を反映させる。
③ 政策実現に向けて、事業者との協⼒関係を構築する。
④ 各業界の事業者との情報交換を⾏う。

事業者ヒアリングの対象候補
【ヒアリング実施数】
15者程度を想定

【ヒアリング対象業界】
エネルギー関連事業、不動産業（開発事業者、住宅
販売事業者）、建設業、廃棄物処理業、⼩売業、飲
⾷業、商⼯会議所、等を想定

【実施⽅針番号ごとのヒアリング対象者の考え⽅】
①業界を限定せず、先進的な取組を⾏っている事業
者を対象とする。

②政策案に関連が強いと考えられる業界の事業者を
優先して対象とする。

③、④再エネ導⼊、省エネ等の脱炭素に関連が強い
と考えられる業界の事業者を優先して対象とする。
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ヒアリング内容
【先進的取組を⾏っている事業者】

• 取組事例の内容、効果、経緯
• 取組にあたって課題となったこと、その
解決策

【政策案への関連が強いと考えられる事業者】
• 政策案の検討に関する情報の聴き取り
• 政策案に関する意⾒

【すべての事業者】
• 脱炭素に関する事業者、業界の動向
• 市の取組に関する意⾒、要望、等



事業者アンケートについて

事業者アンケートの実施⽅針
① 事業者の脱炭素に関する取組の状況や課題等を確認する。
② 市の政策案に対する反応を確認する。

事業者アンケートの対象候補
【アンケート実施数】
300者を想定
【アンケート対象】
アンケートはヒアリングを⾏う事業者以
外を対象とし、市内事業者からランダム
に選定する（可能な限り、業種、規模を
考慮）。

アンケート内容
• 脱炭素に関する意識調査
• 脱炭素に関する取組の状況
• 脱炭素に取組むにあたっての課題
• 市の政策案に関する反応
• 今後の市の脱炭素への取組に関する
協⼒の可否

• 市への意⾒、要望
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ｖ 市⺠⾏動プラン(案)
の作成 

 有識者会議 

 市⺠会議 

第２回 第３回 第４回 第５回 

第１回 第２回 第３回 

第１回 脱炭素政策素
案の作成 

政策案の⽅向性の設定 政策⾻⼦の設定 政策⾻⼦の調整 

事業者へのヒアリング 

 事業者連携 
事業者からの 
意⾒の組込 

市⺠会議からの
意⾒の組込 

有識者会議の政策
(案)の提⽰ 

WS(住まい、移動、消費) 

【７⽉】 【８⽉】 【９⽉】 

【10 ⽉】 【11 ⽉】 

【1 ⽉】 

【12 ⽉】 

【２⽉】 

先進事例の 
収集と公表 

有識者会議の 
政策(案)の提⽰ 

松⼾市環境審議会 

諮問・答申 

各意⾒取りまとめ 
政策素案(案)作成 政策素案作成 

事業者アンケート 

松⼾市脱炭素有識者会議のイメージについて 
参考資料１ 

〇 有識者会議の概要 
  ・有識者会議では、脱炭素に向けた今後の政策の⽅向性について有識者の意⾒をもらいながら検討する会議 

・検討後は出来るものから取り組みつつ、更に研究が必要な分野については、翌年度以降引き続き調査・検討を実施していく 
・予定では７⽉(今回)、８⽉、9 ⽉、12 ⽉、2 ⽉に会議を開催し議論を深めていく 

〇 市⺠会議の概要 
  ・無作為に選出した市⺠がワークショップ等を通じて意⾒交換を⾏い、温暖化対策のための取組について話し合う会議 
  ・有識者会議における政策の⽅向性についても意⾒を貰う予定 

・対⾯にて実施し、市⺠ 20 名を 5 ⼈毎のテーブルグループとし各テーブルに 1 名のファシリテーター(FA)を⼊れる 
・会議は 10 ⽉、11 ⽉、12 ⽉の 3 回開催する予定 

  ・開催の結果は毎回会議後に web ページに掲載する予定 
〇 事業者ヒアリング・アンケート 

・有識者会議における政策案についての意⾒を貰いながら事業者が取り組んでいる環境対策について情報収集する予定 
・事業者ヒアリングは 20 者ほど、アンケートについては 300 者に実施する予定 
・事業者へのヒアリング及びアンケートについては、秋⼝に実施する予定 
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市⺠会議の開催について（案） 
 
WS で作成できる材料について（市⺠⾏動プラン案の材料） 

① 脱炭素政策(案)への市⺠意⾒ 
② 温暖化の課題への意⾒交換結果 
③ 温暖化の取組への意⾒交換結果 

④ 取組の効果と緊急性の整理 
⑤ 取組についてのアンケート結果 
⑥ その他 
  （講義資料、進⾏、参加者構成等） 

 
FA オリエンテーション 

９⽉〇⽇( )  ： 〜 ： ［３時間］ 会場未定 
・全体の進⾏、役割分担、成果物のイメージについての説明 
・FA 意⾒交換、質疑 

 
第１回 市⺠会議 

10 ⽉ 15 ⽇ (⽇) 13：00 〜 17：00 ［４時間］会場：松⼾市⺠劇場 第 2・3 会議室 
№ 時間 活動内容 対象者 場の設定 
1 13：00 

【60 分】 
・挨拶及び主旨説明 
・講義（気候市⺠会議の意義） 
・気候市⺠会議の事例について 

市役所 
外部講師 
市役所 

通常配置 

2 14：00 
【30 分】 

・グループ分け(5 ⼈ 4 グループ) 
・アイスブレイク(⾃⼰紹介等) 

FA 
市⺠ 

席の移動 

3 14：30 
【60 分】 

・グループ討議「温暖化への取組①」 
地球温暖化について普段気になった
問題をグループで話合ってもらう 
 

※ 「温暖化への取組」は市⺠⾏動プ
ランの作成を前提として「住まい」
「移動」「消費」等の分野で意⾒交
換してもらい、議論を深めていく。 

FA 
市⺠ 

 

休憩 15 分（15：30〜15：45） 
4 15：45 

【60 分】 
・脱炭素政策案について説明 
・グループ討議「脱炭素政策案」 

脱炭素政策案についてグループで意
⾒交換する 

FA 
市⺠ 

 

5 16：45 
【15 分】 

・総評（外部講師） 
・次回の案内 
・謝礼(クオカード等)の⽀払いなど 

外部講師 
市役所 

 

 

参考資料２ 
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第２回 市⺠会議 
11 ⽉ 12 ⽇ (⽇) 13：00 〜 16：30 ［3 時間半］会場：松⼾市⺠劇場 第 2・3 会議室 
№ 時間 活動内容 対象者 場の設定 
１ 13：00 

【15 分】 
・前回の振り返り 
 

市役所 
外部講師 

席の移動 

２ 13：15 
【60 分】 

・グループ討議「温暖化への取組②」 
②では①の問題についての課題を紙
⾯上で整理しながら意⾒交換する 

FA 
市⺠ 

 

休憩 15 分（14：15〜14：30） 
３ 14：30 

【60 分】 
・グループ討議「温暖化への取組③」 

③では②の課題について、どのよう
な取組で解決が図れるかを紙⾯上で
整理しながら意⾒交換する 

FA 
市⺠ 

 

４ 15：30 
【45 分】 

・脱炭素政策案に係る市⺠意⾒の市に
よる集約に対しての意⾒交換 

市役所 
市⺠ 

市説明→意⾒交
換→記⼊ 

５ 16：15 
【15 分】 

・総評（外部講師） 
・次回の案内 
・謝礼(クオカード等)の⽀払いなど 

市役所  

 
第３回 市⺠会議 ※ 会場などは予定 

12 ⽉ 17 ⽇ (⽇) 13：00 〜 16：30 ［3 時間半］会場：松⼾市⺠劇場 第 2・3 会議室 
１ 13：00 

【30 分】 
・前回の振り返り 
・討議における意⾒の整理について 

主な取組について事務局で取りまと
めた事項の説明 

市役所 席の移動 

２ 13：30 
【60 分】 

・グループ討議「温暖化への取組④」 
③で整理した各取り組みについて取
組の緊急性（中⻑期−短期）、事業の
効果などを軸に紙⾯上に整理する 

FA 
市⺠ 

 

休憩 15 分（14：30〜14：45） 
３ 14：45 

【90 分】 
・グループ討議「温暖化への取組⑤」 

④で整理した取り組みについて各班
で発表を⾏い、他の班の意⾒を貰う 

FA 
市⺠ 

 

4 16：15 
【15 分】 

・ご挨拶 
・謝礼(クオカード等)の⽀払いなど 

市役所  

※ 取組項⽬の重要度について 
第３回⽬の最後に、参加者個⼈に対して、整理した取組みの重要性、会議全体を通じ

て気付いたことなどをアンケートで回答してもらう予定。 
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